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県
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報
　
　
第
四
百
九
十
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
九
九

山
梨
県
公
報

第
四
百
九
十
号

令
和
六
年

七
月
二
十
五
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
附
属
機
関

　
の
設
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

二
九
九

○
道
路
の
区
域
変
更	

二
九
九

○
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
第
六
条
第
一
号
の
親
族
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
知

　
事
が
定
め
る
者
及
び
同
条
第
二
号
ロ
の
配
偶
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
知
事
が
定
め
る
者

　
に
関
す
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

二
九
九

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出
（
二
件
）	

三
〇
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出	

三
〇
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任	

三
〇
一

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
設
立
認
可	

三
〇
三

公
安
委
員
会

○
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
代
表
者
氏
名
の
変
更
の
届
出	

三
〇
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
号

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
附
属
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

附
属
機
関

担
任
事
務

委
員
の
定
数

委
員
の
要
件

委
員
の
任
期

所
管
課

山
梨
県
環
境

整
備
セ
ン
タ

ー
（
明
野
処

分
場
）
に
お

け
る
水
質
予

測
等
調
査
検

討
委
員
会

山
梨
県
環
境
整
備
セ

ン
タ
ー
（
明
野
処
分

場
）
に
お
け
る
浸
出

水
の
水
質
予
測
等
に

係
る
情
報
の
収
集
、

整
理
、
解
析
、
評
価

等
に
関
す
る
事
務

六
人
以
内

一
　
学
識
経

験
の
あ
る

者
二
　
優
れ
た

見
識
を
有

す
る
者

令
和
六
年
七

月
三
十
日
か

ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一

日
又
は
担
任

事
務
が
完
遂

す
る
日
の
い

ず
れ
か
早
い

日
ま
で

環
境
・
エ

ネ
ル
ギ
ー

部
環
境
整

備
課

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
六
年
七
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
河
口
湖
精
進
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
字
久
保
井
坂
下
二

六
二
一
番
一
二
地
先
か
ら

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
字
久
保
井
坂
下
二

六
二
一
番
一
二
地
先
ま
で

旧

七
・
五
～

　
　
　
　
八
・
七
　
　
三
三
・
六

新

七
・
八
～

　
　
　
二
四
・
四
　
　
三
三
・
六

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
二
号

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
六
条
第
一
号
の
親
族

に
準
ず
る
者
と
し
て
知
事
が
定
め
る
者
及
び
同
条
第
二
号
ロ
の
配
偶
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
知
事
が
定

附
属
機
関

担
任
事
務

委
員
の
定
数

委
員
の
要
件

委
員
の
任
期

所
管
課

山
梨
県
環
境

整
備
セ
ン
タ

ー
（
明
野
処

分
場
）
に
お

け
る
水
質
予

測
等
調
査
検

討
委
員
会

山
梨
県
環
境
整
備
セ

ン
タ
ー
（
明
野
処
分

場
）
に
お
け
る
浸
出

水
の
水
質
予
測
等
に

係
る
情
報
の
収
集
、

整
理
、
解
析
、
評
価

等
に
関
す
る
事
務

六
人
以
内

一
　
学
識
経

験
の
あ
る

者
二
　
優
れ
た

見
識
を
有

す
る
者

令
和
六
年
七

月
三
十
日
か

ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一

日
又
は
担
任

事
務
が
完
遂

す
る
日
の
い

ず
れ
か
早
い

日
ま
で

環
境
・
エ

ネ
ル
ギ
ー

部
環
境
整

備
課



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
九
十
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

三
〇
〇

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
甲
府
東
（
北
エ
リ
ア
）
　
山
梨
県

甲
府
市
向
町
字
蛭
田
百
二
十
一
番
一
　
外

2
　
変
更
し
た
事
項
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

外
二
者

株
式
会
社
オ
ギ
ノ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
　
荻
野
雄
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

外
二
者

3
　
変
更
の
年
月
日
　
令
和
五
年
五
月
二
十
二
日

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
六
年
七
月
五
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
二
十
五
日
ま
で

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
株
式
会
社
オ
ギ

ノ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
　
代
表
取
締
役
　
荻
野
雄
二
　
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
オ
ギ
ノ
塩
山
店
　
山
梨
県
甲
州
市
塩
山
上
於
曽
八
百

五
十
三
番
一

2
　
変
更
し
た
事
項
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
　
荻
野
雄
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

め
る
者
を
次
の
と
お
り
定
め
、
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
第
六
条
第
一
号
の
親
族
に
準
ず
る

者
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
に
関
す
る
告
示
（
令
和
五
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
親
族
に
準
ず
る
者
と
し
て
知
事
が
定
め
る
者

1
　
入
居
者
と
県
営
住
宅
に
同
居
す
る
間
有
効
な
山
梨
県
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
実
施
要
綱

第
七
条
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
書
受
領
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
の
相
手
方

2
　
山
梨
県
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
様
の
制
度
を
有
す
る
市
町
村
（
入
居
者
が
入
居
を

希
望
す
る
県
営
住
宅
の
所
在
す
る
市
町
村
に
限
る
。
）
か
ら
、
入
居
者
と
県
営
住
宅
に
同
居
す
る

間
有
効
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
係
る
証
明
書
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

相
手
方

3
　
1
及
び
2
に
規
定
す
る
者
の
親
族

二
　
配
偶
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
知
事
が
定
め
る
者

1
　
入
居
者
と
県
営
住
宅
に
同
居
す
る
間
有
効
な
山
梨
県
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
実
施
要
綱

第
七
条
に
規
定
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
書
受
領
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
の
相
手
方

2
　
山
梨
県
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
様
の
制
度
を
有
す
る
市
町
村
（
入
居
者
が
入
居
を

希
望
す
る
県
営
住
宅
の
所
在
す
る
市
町
村
に
限
る
。
）
か
ら
、
入
居
者
と
県
営
住
宅
に
同
居
す
る

間
有
効
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
係
る
証
明
書
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

相
手
方

公
　
　
　
告

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
株
式
会
社
オ
ギ

ノ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
　
代
表
取
締
役
　
荻
野
雄
二
　
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

　
外
二
者



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
九
十
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

三
〇
一

変
更
前

変
更
後

フ
レ
ス
ポ
甲
府
東

P
L
A
Z
A
　
P
A
X
（
プ
ラ
ザ
パ
ー
ク
ス

）

㈢
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ア
マ
ノ

代
表
取
締
役
　
天
野
晴
夫

山
梨
県
甲
斐
市
篠
原
千
四
百
三
十
三
番
地

外
三
者

株
式
会
社
ア
マ
ノ

代
表
取
締
役
　
天
野
彰

山
梨
県
甲
斐
市
篠
原
千
四
百
三
十
三
番
地

外
三
者

3
　
変
更
の
年
月
日
　
令
和
三
年
七
月
三
十
日
　
外

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
六
年
七
月
九
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
二
十
五
日
ま
で

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
龍
岡

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
退
任

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

野
口
武
彦

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
四
十
三
番

地

令
和
六
年
六
月
二
十
三
日

同

上
野
和
雄

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
百
八
十
五

番
地

同

同

千
野
泉

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
八

十
二
番
地

同

同

横
内
義
光

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
四
十
三

番
地
三

同

同

小
倉
千
秋

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
八
百
九
十

四
番
地

同

同

野
口
一

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
千
四
百
六

十
四
番
地

同

同

井
出
秀
実

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
六
百
七
十

九
番
地

同

同

土
屋
雅
五

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
九
百
二
十

一
番
地

同

同

堀
川
喜
美
雄
韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
二

十
一
番
地
一

同

同

輿
石
俊
文

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
四

十
番
地

同

同

秋
山
拓
也

甲
斐
市
竜
王
新
町
二
千
二
百
六
十
八

番
地
三

同

監
事

千
野
芳
仁

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
五
百
八

十
番
地

同

同

横
内
金
弥

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
四
百
八
十

九
番
地

同

同

谷
宗
久

韮
崎
市
水
神
一
丁
目
三
番
一
号

同

3
　
変
更
の
年
月
日
　
令
和
五
年
五
月
二
十
二
日

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
六
年
七
月
五
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
二
十
五
日
ま
で

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
株
式
会
社
ア
マ

ノ
　
代
表
取
締
役
　
天
野
彰
　
山
梨
県
甲
斐
市
篠
原
千
四
百
三
十
三
番
地

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
フ
レ
ス
ポ
甲
府
東
　
山
梨
県
甲
府
市
和
戸
町
字
奈
良

原
八
百
十
四
番
一
　
外

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
北
哲
弥

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三

十
六
号

株
式
会
社
ア
マ
ノ

代
表
取
締
役
　
天
野
彰

山
梨
県
甲
斐
市
篠
原
千
四
百
三
十
三
番
地

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

株
式
会
社
オ
ギ
ノ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
　
荻
野
雄
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
九
十
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

三
〇
二

二
　
就
任

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

野
口
武
彦

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
四
十
三
番

地

令
和
六
年
六
月
二
十
三
日

同

上
野
和
雄

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
百
八
十
五

番
地

同

同

千
野
泉

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
八

十
二
番
地

同

同

横
内
義
光

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
四
十
三

番
地
三

同

同

小
倉
千
秋

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
八
百
九
十

四
番
地

同

同

野
口
一

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
千
四
百
六

十
四
番
地

同

同

井
出
秀
実

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
六
百
七
十

九
番
地

同

同

土
屋
雅
五

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
九
百
二
十

一
番
地

同

同

堀
川
喜
美
雄
韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
二

十
一
番
地
一

同

同

輿
石
俊
文

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
四

十
番
地

同

同

秋
山
拓
也

甲
斐
市
竜
王
新
町
二
千
二
百
六
十
八

番
地
三

同

監
事

千
野
芳
仁

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
五
百
八

十
番
地

同

同

横
内
金
弥

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
四
百
八
十

九
番
地

同

同

谷
宗
久

韮
崎
市
水
神
一
丁
目
三
番
一
号

同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事

上
野
和
浩

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
六
番
地

令
和
六
年
六
月
二
十
三
日

同

秋
山
政
裕

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
三
十
番
地
同

同

千
野
宝

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
八

十
四
番
地

同

同

横
内
義
光

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
四
十
三

番
地
三

同

同

小
倉
千
秋

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
八
百
九
十

四
番
地

同

同

野
口
一

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
千
四
百
六

十
四
番
地

同

同

井
出
秀
実

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
六
百
七
十

九
番
地

同

同

土
屋
雅
五

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
九
百
二
十

一
番
地

同

同

堀
川
喜
美
雄
韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
二

十
一
番
地
一

同

同

輿
石
俊
文

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
四

十
番
地

同

同

秋
山
拓
也

甲
斐
市
竜
王
新
町
二
千
二
百
六
十
八

番
地
三

同

監
事

千
野
芳
仁

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
五
百
八

十
番
地

同

同

横
内
金
弥

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
四
百
八
十

九
番
地

同

同

谷
宗
久

韮
崎
市
水
神
一
丁
目
三
番
一
号

同

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

野
口
武
彦

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
四
十
三
番

地

令
和
六
年
六
月
二
十
三
日

同

上
野
和
雄

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
百
八
十
五

番
地

同

同

千
野
泉

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
八

十
二
番
地

同

同

横
内
義
光

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
四
十
三

番
地
三

同

同

小
倉
千
秋

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
八
百
九
十

四
番
地

同

同

野
口
一

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
千
四
百
六

十
四
番
地

同

同

井
出
秀
実

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
六
百
七
十

九
番
地

同

同

土
屋
雅
五

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
九
百
二
十

一
番
地

同

同

堀
川
喜
美
雄
韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
二

十
一
番
地
一

同

同

輿
石
俊
文

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
四

十
番
地

同

同

秋
山
拓
也

甲
斐
市
竜
王
新
町
二
千
二
百
六
十
八

番
地
三

同

監
事

千
野
芳
仁

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
五
百
八

十
番
地

同

同

横
内
金
弥

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
四
百
八
十

九
番
地

同

同

谷
宗
久

韮
崎
市
水
神
一
丁
目
三
番
一
号

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
九
十
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

三
〇
三

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
八
号

交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
財
団
法
人
山
梨
県
交
通
安
全
協
会
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
堀
　
　
内
　
　
拓
　
　
三

一
　
変
更
後
の
代
表
者
の
氏
名
　
堀
内
　
光
一
郎

二
　
変
更
年
月
日
　
令
和
六
年
六
月
二
十
四
日

◉
　
土
地
区
画
整
理
組
合
の
設
立
認
可

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
区
画
整
理
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
。

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
組
合
の
名
称

富
士
吉
田
市
中
原
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
業
施
行
予
定
期
間

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で

三
　
施
行
地
区

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
中
原
の
一
部

四
　
事
務
所
の
所
在
地

富
士
吉
田
市
下
吉
田
六
丁
目
一
番
一
号
　
富
士
吉
田
市
役
所
内

五
　
設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

六
　
事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七
　
公
告
の
方
法

富
士
吉
田
市
役
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行
う
。

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事

上
野
和
浩

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
六
番
地

令
和
六
年
六
月
二
十
三
日

同

秋
山
政
裕

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
三
十
番
地
同

同

千
野
宝

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
八

十
四
番
地

同

同

横
内
義
光

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
四
十
三

番
地
三

同

同

小
倉
千
秋

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
八
百
九
十

四
番
地

同

同

野
口
一

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
千
四
百
六

十
四
番
地

同

同

井
出
秀
実

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
六
百
七
十

九
番
地

同

同

土
屋
雅
五

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
九
百
二
十

一
番
地

同

同

堀
川
喜
美
雄
韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
二

十
一
番
地
一

同

同

輿
石
俊
文

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
二
百
四

十
番
地

同

同

秋
山
拓
也

甲
斐
市
竜
王
新
町
二
千
二
百
六
十
八

番
地
三

同

監
事

千
野
芳
仁

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
南
割
千
五
百
八

十
番
地

同

同

横
内
金
弥

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
四
百
八
十

九
番
地

同

同

谷
宗
久

韮
崎
市
水
神
一
丁
目
三
番
一
号

同



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
九
十
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

三
〇
四


